
〔提案説明〕

当協会の倫理綱領は、１９６１年に日本の社会福祉職能団体としては最初の倫理綱領として制定さ

れ、今日に至っている。

この間、１９８６年には日本ソーシャルワーカー協会が「ソーシャルワーカーの倫理綱領」を、１

（ ） 「 」 、 （ ）９８８年に 社 日本精神保健福祉士協会が 精神保健福祉士協会倫理綱領 を １９９３年に 社

日本社会福祉士会が「ソーシャルワーカーの倫理綱領」をそれぞれ制定してきている。

国際ソーシャルワーカー連盟（以下、ＩＦＳＷ）加盟を契機に、加盟団体がＩＦＳＷ倫理綱領に準

拠した国内団体共通の倫理綱領を制定していることが求められ、２００１年より国内加盟団体で日本

のソーシャルワーカー倫理綱領の検討を進めることとなった。

その後 （社）日本精神保健福祉士協会のIFSW加盟に伴い、ＩＦＳＷ日本国調整団体としての社会、

福祉専門職団体協議会に、各団体の代表者及び専門委員で構成する倫理綱領委員会を設置し、各団体

の倫理綱領を吟味の上、各団体共通の倫理綱領制定を前提に「ソーシャルワーカー倫理綱領」の検討

･作成を決定し取り組みを進めてきた。

当協会でも、昨年の大会で検討経過の説明を行い、会員にパブリックコメントを求めるなどして倫

理綱領委員会に臨み、最終案の取り纏めをすることができた。

２００５年４月１日に開催された社会福祉専門職団体協議会全体会議で、共通倫理綱領として各団

体で批准することが決定された。

以上の経緯にもとづき、当協会の医療ソーシャルワーカー倫理綱領を改定し 「 社）日本医療社、（

会事業協会 ソーシャルワーカー倫理綱領」として制定することの承認を求めます。

なお、保健医療分野の特性にもとづいた倫理要件は、今後当協会の倫理委員会で行動綱領として検

討を進めることとします。

（2005年度定期総会議案書より）

「 社）日本医療社会事業協会 ソーシャルワーカー倫理綱領」（

2005年5月28日定期総会にて可決承認

前文

われわれソーシャルワーカーは、すべての人が人間としての尊厳を有し、価値ある存在であり、平

等であることを深く認識する。われわれは平和を擁護し、人権と社会正義の原理に則り、サービス利

用者本位の質の高い福祉サービスの開発と提供に努めることによって、社会福祉の推進とサービス利

用者の自己実現をめざす専門職であることを言明する。

われわれは、社会の進展に伴う社会変動が、ともすれば環境破壊及び人間疎外をもたらすことに着

目する時、この専門職がこれからの福祉社会にとって不可欠の制度であることを自覚するとともに、

専門職ソーシャルワーカーの職責についての一般社会及び市民の理解を深め、その啓発に努める。

われわれは、われわれの加盟する国際ソーシャルワーカー連盟が採択した、次の「ソーシャルワー

クの定義」(2000年7月)を、ソ－シャルワーク実践に適用され得るものとして認識し、その実践の拠

り所とする。

ソーシャルワークの定義



ソーシャルワーク専門職は、人間の福利（ウェルビーイング）の増進を目指して、社会の変革

を進め、人間関係における問題解決を図り、人々のエンパワーメントと解放を促していく。ソー

シャルワークは、人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、人びとがその環境と相互

に影響し合う接点に介入する。人権と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤

である。 （IFSW;2000.7.）

われわれは、ソーシャルワークの知識、技術の専門性と倫理性の維持、向上が専門職の職責である

だけでなく、サービス利用者は勿論、社会全体の利益に密接に関連していることを認識し、本綱領を

制定してこれを遵守することを誓約する者により、専門職団体を組織する。

価値と原則

Ⅰ（人間の尊厳）

ソーシャルワーカーは、すべての人間を、出自、人種、性別、年齢、身体的精神的状況、宗

教的文化的背景、社会的地位、経済状況等の違いにかかわらず、かけがえのない存在として尊

重する。

Ⅱ（社会正義）

、 、 、 、 、 、 、 、 、ソーシャルワーカーは 差別 貧困 抑圧 排除 暴力 環境破壊などの無い 自由 平等

共生に基づく社会正義の実現をめざす。

Ⅲ（貢 献）

ソーシャルワーカーは、人間の尊厳の尊重と社会正義の実現に貢献する。

Ⅳ（誠 実）

ソーシャルワーカーは、本倫理綱領に対して常に誠実である。

Ⅴ（専門的力量）

ソーシャルワーカーは、専門的力量を発揮し、その専門性を高める。

倫理基準

Ⅰ．利用者に対する倫理責任

１ （利用者との関係）．

ソーシャルワーカーは、利用者との専門的援助関係を最も大切にし、それを自己の利益の

ために利用しない。

２ （利用者の利益の最優先）．

ソーシャルワーカーは、業務の遂行に際して、利用者の利益を最優先に考える。

３ （受 容）．

ソーシャルワーカーは、自らの先入観や偏見を排し、利用者をあるがままに受容する。

４ （説明責任）．

ソーシャルワーカーは、利用者に必要な情報を適切な方法･わかりやすい表現を用いて提

供し、利用者の意思を確認する。

５ （利用者の自己決定の尊重）．



ソーシャルワーカーは、利用者の自己決定を尊重し、利用者がその権利を十分に理解し、

活用していけるように援助する。

６ （利用者の意思決定能力への対応）．

ソーシャルワーカーは、意思決定能力の不十分な利用者に対して、常に最善の方法を用い

て利益と権利を擁護する。

７ （プライバシーの尊重）．

ソーシャルワーカーは、利用者のプライバシーを最大限に尊重し、関係者から情報を得る

場合、その利用者から同意を得る。

８ （秘密の保持）．

、 、 、ソーシャルワーカーは 利用者や関係者から情報を得る場合 業務上必要な範囲にとどめ

その秘密を保持する。秘密の保持は、業務を退いた後も同様とする。

９ （記録の開示）．

ソーシャルワーカーは、利用者から記録の開示の要求があった場合、本人に記録を開示す

る。

10 （情報の共有）．

ソーシャルワーカーは、利用者の援助のために利用者に関する情報を関係機関・関係職員

と共有する場合、その秘密を保持するよう最善の方策を用いる。

11 （性的差別、虐待の禁止）．

ソーシャルワーカーは、利用者に対して、性別、性的指向等の違いから派生する差別やセ

クシュアル・ハラスメント、虐待をしない。

12 （権利侵害の防止）．

ソーシャルワーカーは、利用者を擁護し、あらゆる権利侵害の発生を防止する。

Ⅱ．実践現場における倫理責任

１ （最良の実践を行う責務）．

ソーシャルワーカーは、実践現場において、最良の業務を遂行するために、自らの専門的

知識･技術を惜しみなく発揮する。

２ （他の専門職等との連携・協働）．

ソーシャルワーカーは、相互の専門性を尊重し、他の専門職等と連携・協働する。

３ （実践現場と綱領の遵守）．

ソーシャルワーカーは、実践現場との間で倫理上のジレンマが生じるような場合、実践現

場が本綱領の原則を尊重し、その基本精神を遵守するよう働きかける。

４ （業務改善の推進）．

ソーシャルワーカーは、常に業務を点検し評価を行い、業務改善を推進する。

Ⅲ．社会に対する倫理責任

1 （ソーシャル・インクルージョン）．

ソーシャルワーカーは、人々をあらゆる差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などか

ら守り、包含的な社会を目指すよう努める。

２ （社会への働きかけ）．

ソーシャルワーカーは、社会に見られる不正義の改善と利用者の問題解決のため、利用者

や他の専門職等と連帯し、効果的な方法により社会に働きかける。



３ （国際社会への働きかけ）．

ソーシャルワーカーは、人権と社会正義に関する国際的問題を解決するため、全世界のソ

ーシャルワーカーと連帯し、国際社会に働きかける。

Ⅳ．専門職としての倫理責任

１ （専門職の啓発）．

ソーシャルワーカーは、利用者・他の専門職・市民に専門職としての実践を伝え社会的信

用を高める。

２ （信用失墜行為の禁止）．

ソーシャルワーカーは、その立場を利用した信用失墜行為を行わない。

３ （社会的信用の保持）．

ソーシャルワーカーは、他のソーシャルワーカーが専門職業の社会的信用を損なうような

場合、本人にその事実を知らせ、必要な対応を促す。

４ （専門職の擁護）．

ソーシャルワーカーは、不当な批判を受けることがあれば、専門職として連帯し、その立

場を擁護する。

５ （専門性の向上）．

ソーシャルワーカーは、最良の実践を行うために、スーパービジョン、教育・研修に参加

し、援助方法の改善と専門性の向上を図る。

６ （教育・訓練・管理における責務）．

ソーシャルワーカーは教育・訓練・管理に携わる場合、相手の人権を尊重し、専門職とし

てのよりよい成長を促す。

７ （調査・研究）．

ソーシャルワーカーは、すべての調査・研究過程で利用者の人権を尊重し、倫理性を確保

する。

以上


